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憲法はとヘ
…

【憲
法
１３
条
】
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に

対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉

に
反
し
な
い
限
り
、
エエ
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、

最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

どう考えますか 生と死

憲法13条は「最も重要な絢

とも言われる。一人一人を自律

した個人として最大限尊重する

という憲法の理念を示したもの

で、自分が決めた幸福を追い求

める「幸福追求権」を保障する。

幸福追求という言葉は抽象的だ

が、他の条文で明記されていな
い権利や自由を包括的にカバー

するものと考えられている。

生き方などを自分で決める
「自己決定権」も幸福追求権の

一部とするのが一般的だ。自己

決定権の範囲としては①自己の

生命・身体の処分に関わること

台湾で卵子提供を受けることについて、美咲さん

はもっぱらスマートフォンで情報llX集している

(医療の選択など)②家族や親

密な人間関係に関すること (同

性愛など)③ライフスタイルに

関すること (髪形や趣味など)

④性や生殖に関すること (堕胎

や出産など)一が挙げられる。

範囲が広いため、どの程度認

められるかは議論がある。生殖

医療や遺伝子技術を巡うては、

2000～05年に開かれた衆院憲法

調査会でも大きな議論 とな り
「『生命の尊厳を侵害する生命

の操作の禁止』を憲法に明記す
べきだ」など一定の規制を求め

る意見が出た。

空
知
管
内
の
美
咲
さ
ん
（
２６
）

＝
仮
名
＝
は
３
月
、
ス
マ
ー
ト

フ
オ
ン
で
見
た

ニ
ュ
ー
ス
に
目

が
く
ぎ
付
け
に
な

っ
た
。

「国

内
初
、
匿
名
第
三
者
卵
子
で
出

産
」
。
病
気
の
た
め
自
分
の
卵

子
で
妊
娠
で
き
な
い
女
性
が
女

児
を
産
ん
だ
と
い
う
。

「
こ
ん

な
技
術
が
あ
る
の
」
。
美
咲
さ

ん
に
は
、
希
望
に
映

つ
た
。

美
咲
さ
ん
は
先
天
的
な
性
染

色
体
異
常
で
卵
子
が
な
い

「タ

ー
ナ
ー
症
候
群
」
。
高
校
時
代

に
医
療
機
関
で
受
診
し
て
分
か

っ
た
。
妊
娠
は
難
し
い
と
言
わ

れ
た
。
夫
（
３０
）
と
は
職
場
で
出

会
い
、
２
年
前
に
結
婚
し
た
。

夫
は
「２
人
で
生
き
て
い
こ
う
」

と
言

っ
て
く
れ
た
。
自
分
の
疾

患
の
た
め
諦
め
て
い
た
結
婚
。

そ
れ
が
実
現
す
る
と
、
今
度
は

子
ど
も
と
い
う
「新
た
な
幸
せ
」

を
求
め
た
く
な

っ
た
。

「卵
子
提
供
」
と
ネ

ッ
ト
で
検

索
す
る
と
複
数
の
仲
介
業
者
が

出
て
き
た
。同
時
に
「そ
こ
ま
で

し
て
授
か
り
た
い
の
か
Ｌ
親
の

エ
ゴ
だ
」
。夫
婦
以
外
の
第
二
者

を
介
在
し
た
妊
娠
に
、
嫌
悪
感

を
示
す
書
き
込
み
も
あ

っ
た
。

「
産
め
な
い
』
私
の
苦
し
さ
は

『
産
め
る
』
人
に
は
絶
対
に
分

か
ら
な
い
。
技
術
を
使
い
た
い

と
願
う
人
の
権
利
を
、
誰
も
奪

う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。美
咲
さ

ん
は
今
、
受
診
の
条
件
が
緩
く

費
用
も
安
い
台
湾
で
卵
子
提
供

を
受
け
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

米
国
で
の
卵
子
提
供
を
望
む

日
本
人
夫
婦
の
伸
介
を
手
が
け

る
Ｉ
Ｆ
Ｃ

（米
国
）
。
１
９
９

５
年
の
開
業
以
来
、
同
社
を
通

じ
て
出
産
し
た
夫
婦
は
約
１
１

０
０
組
、
う
ち
約
２０
組
は
道
内

か
ら
だ
。
多
く
が
加
齢
に
よ
る

「卵
子
老
化
」
で
妊
娠
が
難
し

く
な

っ
た
ケ
ー
ス
だ

っ
た
。

５５
歳
ま
で
の
女
性
が
受
け
ら

れ

「日
本
で
で
き
な
い
治
療
を

求
め
て
訪
れ
る
夫
婦
は
年
々
増

え
て
い
る
」
と
同
社
の
川
田
ゆ

か
り
社
長
＝
函
館
出
身
＝
。
体

外
受
精
の
受
精
卵
を
子
宮
に
戻

す
前
に
染
色
体
の
異
常
の
有
無

を
調
べ
る

「着
床
前
全
染
色
体

診
断
」
や
男
女
の
産
み
分
け
な

ど
、
米
国
で
通
常
医
療
と
さ
れ

る
技
術
も
受
け
ら
れ
る
。

川
田
社
長
は
間
う
。

「技
術

は
あ
る
。
そ
れ
を

『
選
べ
な
い
』

の
と

『選
ば
な
い
』
の
は
全
く

違
う
。
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
た

上
で
夫
婦
が
決
断
す
る
。
そ
れ

が
、
本
当
の
意
味
で
の

『
幸
せ

追
求
』
で
は
な
い
か
」

８３
年
に
国
内
で
初
め
て
体
外

受
精
に
よ
る
出
産
が
成
功
し
て

以
降
、
生
殖
医
療
は
猛
烈
な
ス

ピ
ー
ド
で
進
化
し
た
。
第
三
者

が
介
す
る
生
殖
医
療
に
は
、
親

一‖



子
関
係
が
法
的
に
不
安
定
に
な

る
ほ
か
、
子
の
出
自
を
知
る
権

利
を
ど
う
考
え
る
か
な
ど
多
く

の
課
題
が
あ
る
。
憲
法
制
定
時

は
想
定
し
得
な
か

っ
た
こ
と

だ
。北
大
の
石
井
哲
也
教
授
（生

命
倫
理
）
は

「憲
法
１３
条
の
幸

福
追
求
権
を
考
え
る
時
に
は

『
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限

り
』
と
い
う
言
葉
が
重
要
。
生

殖
医
療
に
お
い
て
、
何
が

『
公

共
の
福
祉
に
反
す
る
』
の
か
議

論
さ
れ
な
い
ま
ま
技
術
が
独
り

歩
き
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
一

鐵

藁

励
露

準
備
活
動
）
の
た
め
４
年
前
に

出
版
社
を
退
職
し
た
。
サ
プ
リ

メ
ン
ト
や
酸
素
カ
プ
セ
ル
…
妊

娠
し
や
す
く
な
る
と
言
わ
れ
れ

ば
全
て
試
し
た
。
不
妊
治
療
は

２
年
前
に
開
始
。
人
工
授
精
、

体
外
受
精
と
進
ん
だ
が
妊
娠
反

応
は
な
か

っ
た
。

「行
き
つ
く

先
は
卵
子
提
供
？
　
ど
こ
ま
で

求
め
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」

一
諏
訪
マ
タ

ニ
テ
ィ
ー
ク
リ
ニ

ッ
ク

（長
野
県
）
の
根
津
八
紘

院
長
（
７５
）
は

「医
療
技
術
は
目

の
前
の
患
者
を
助
け
る
た
め
に

進
歩
し
て
き
た
。
医
療
の
限
度

を
誰
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
」
と
語
る
。
日
本
産
科
婦

人
科
学
会
が
認
め
て
い
な
い
代

理
出
産

（２
０
１
１
年
か
ら
休

止
）
や
第
二
者
の
精
子

・
卵
子

提
供
に
よ
る
体
外
受
精
を
独
自

の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
実
施
す

る
。　
置
呵代
が
変
わ
り
新
し
い

選
択
肢
が
出
て
く
れ
ば
、
そ
れ

を
求
め
る
人
が
出
て
く
る
。
医

療
の
問
題
以
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
生
の
選
択
の
問
題
だ
」

◆

生
殖
医
療
や
が
ん
治
療
、
終

末
期
医
療
…
。
生
や
死
を
巡
り

私
た
ち
は
今
、
ひ
と
土
星
削
に
は

想
像
も
つ
か
な
か

っ
た
膨
大
な

選
択
肢
か
ら
「自
己
決
定
」
を
迫

ら
れ
る
。
よ
り
幸
せ
で
あ
ろ
う

と
す
る
決
定
を
支
え
る
の
は
、

憲
法
１３
条
が
保
障
す
る
「幸
福

追
求
権
」
だ
。
人
は
、
ど
こ
ま
で

望
み
を
か
な
え
れ
ば
幸
せ
な
の

か
、
限
界
は
な
い
の
か
。
考
え

た
。

（報
道
セ
ン
タ
ー
の
根
岸

寛
子
と
森
貴
子
が
担
当
し
、
４

回
連
載
し
ま
す
）

連載にご意見や感想をお寄せ
下さい。住所、氏名、年齢、電
話番号を記入の上、〒06008711
(住所不要)北海道新聞報道セン
ター「憲法はどこへ」係へ。電子
メーリレkenpo2016@hokkaido―
np.coojpと ファクスoll・ 210・

5592でも受け付けます。


